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■１月１日～15日の行事予定
　　　　　　　　　　
      参加する方は当日集合場所にお越しください。
 1 月 元旦糠森登山 

ビューシーライン
 集合：午前9：00 ※不明な点は、真瀬山の会　伊勢まで

 　 　  
（旧八森中学校裏手）

  ☎090-6223-1615
 
   田中地区新春綱引き大会 田中公民館 午前10：00 
 
    分列行進： 分列行進：午前9：30～ 
 
５ 金 八峰町消防団出初式

 秋田銀行八森支店前  
問合せ：八峰町総務課（☎７６－４６０１）　

    式　　　典： 式　　典：午前10：30～
    八峰町文化ホール（ファガス）
 
 ８ 月 新春囲碁大会 峰栄館 午前9：00～ 問合せ：八峰町公民館（☎７６－２３２３）
 
   水沢（上・中）介護予防教室 水沢上町町内会館 午後2：00～午後3：30 軽体操やレクゲーム、認知症予防訓練を実施します。 
 
 ９ 火 

のんき会 沢目駅舎内 午前9：00～午後4：00
 心の悩みを持っている方が情報交換する場です。ど

      なたでもお気軽にお立ち寄りください。
 
 　 　 八峰町定例教育委員会 ファガス「研修室」 午前10：00～正午 ※詳しくは学校教育課へ　☎７７－２８１６
 
   岩館婦人会古紙回収 岩館地区 午前7：30～午前8：30 対象：ダンボール・新聞紙・雑誌・牛乳パック・アルミ缶
 
   心配ごと相談 社会福祉協議会（旧八森中） 午前9：30～正午 担当：田村鐡夫相談員
 
 　 　    対象：脳卒中後遺症者
   活き活き健康教室 八森保健センター 午前10：00～午後3：00 内容：健康チェック・リハビリ体操
 10 水    ※参加希望者は八森保健センターへ　☎７７－４０５０
 
 　 　    陽だまりの会会員がおいしいコーヒー、お茶を準備
   

交流サロン「しーがる」 ファガス「シーガル」 午後1：30～午後3：30
 してお待ちしております。「ほっとした時間を過ごし

      たい」「誰かと話したい」「近くに来たついでに」どな
      たでもお気軽にお立ち寄り下さい。
 
　  

ほっと健康相談 八森保健センター 午後1：30～午後4：00
 保健師が個別に相談に応じます。お気軽においでください。

      担当保健師:伊勢
 
 12 金 立石介護予防教室 立石コミュニティセンター 午後2：00～午後3：30 軽体操やレクゲーム、認知症予防訓練を実施します。
 
 14 日 どんと祭り 白瀑神社 午後4：00～

 正月に使ったしめ縄などを焼く小正月行事。
      ビニールや金属類をはずして持ってきてください。
 
   

のんき会 沢目駅舎内 午前9：00～午後4：00
 心の悩みを持っている方が情報交換する場です。ど

      なたでもお気軽にお立ち寄りください。
 
  

 あった会 ファガス（シーガル） 午後2：00～午後3：30
 読み聞かせサークル「かもめ」が、絵本の読み聞かせな

      どをします。どなたでもお気軽にお立ち寄りください。
 
  　    対象者：岩館第２地区にお住まいの方
 15 月 いさりびサロン 漁火の館 午前10：00～正午 参加費：１人１００円
      お茶やおいしいお菓子を用意しております。
　
      テーマ：「栄養バランスの良い食事で健康な体づくり！」
      内容：栄養士講話、調理実習
   三ツ森健康教室 三ツ森公民館 午前10：00～午後1：00 対象：三ツ森自治会の方
      参加希望者は１月９日（火）までに鈴木保健衛生委員
      にお申込みください。
 

日・曜日 行　事　名 場　　所 時　　間 内　　　　容
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●
講
座

法
務
局
市
民
講
座
の
ご
案
内

日
時　

１
月
25
日（
木
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時

場
所　

能
代
法
務
合
同
庁
舎
１

階
会
議
室

テ
ー
マ　

遺
言
と
相
続
に
つ
い

て
（
能
代
公
証
役
場　

公
証

人　

高
橋
仁
氏
）

問
・
申　

秋
田
地
方
法
務
局
能

代
支
局（
☎
54
―

４
１
１
１
）

●
ス
ポ
ー
ツ

全
町
バ
ス
ケ
大
会
（
一
般
の

部
）
参
加
チ
ー
ム
募
集

日
時　

１
月
28
日（
日
）

　

試
合
開
始
：
午
前
８
時
30
分
〜

場
所　

八
峰
町
民
体
育
館
（
旧

八
森
中
体
育
館
）

参
加
資
格
・
チ
ー
ム
編
成

　

町
内
出
身
・
在
住
ま
た
は
勤

務
す
る
男
女
。
中
高
１
〜
２

年
生
の
バ
ス
ケ
部
現
役
選
手

は
不
可
。
バ
ス
ケ
協
会
員
は
、

一
部
に
３
人
、
二
・
三
部
は

２
人
ま
で
の
出
場
と
す
る
。

（
一
部
に
つ
い
て
は
40
歳
以

上
の
バ
ス
ケ
協
会
員
は
カ
ウ

ン
ト
し
な
い
）

参
加
料　

１
チ
ー
ム
３
千
円

審
判　

帯
同
審
判
で
行
い
ま
す
。

非
帯
同
の
場
合
は
、
参
加
料

と
は
別
で
、
３
千
円
の
協
力

金
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

申
込
期
日　

１
月
10
日（
水
）午

後
４
時　

※

申
込
書
は
「
能

代
市
山
本
郡
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ

ー
ル
協
会
」
の
Ｈ
Ｐ
よ
り
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
・
申　

八
峰
町
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ

ー
ル
協
会
事
務
局　

奈
良（
白

神
八
峰
商
工
会
内
☎
77
―

３
１

６
１
、Ｆ
Ａ
Ｘ
77‐

３
０
０
８
、

Ｅ
メ
ー
ル　

happobasketball@

 gm
ail.com

）

移
動
ス
キ
ー
＆
ス
ノ
ー
ボ
ー

ド
教
室

日
時　

１
月
14
日（
日
）午
前
７

時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分

場
所　

青
森
ス
プ
リ
ン
グ
・
ス

キ
ー
リ
ゾ
ー
ト
（
鰺
ヶ
沢
）

対
象　

町
民
（
小
学
４
年
生
以

上
）

定
員　

20
名

参
加
費　

大
人
１
名
１
千
円

（
保
険
料
含
む
）
小
中
学
生

無
料

　

※

リ
フ
ト
券
代
、
昼
食
代
、

レ
ン
タ
ル
代
は
個
人
負
担

問
・
申　

八
峰
町
ス
キ
ー
ク
ラ

ブ（
山
内
☎
０
９
０
―

７
５
６

１
月
の
延
長
窓
口
（
一
部
）

開
設
日
に
つ
い
て

開
設
日　

１
月
16
日（
火
）

時
間　

午
後
５
時
15
分
〜
午
後

７
時

業
務
内
容　

戸
籍
、住
民
票
、印

鑑
登
録
証
明
書
、所
得
証
明
、

納
税
証
明
書
の
発
行
お
よ
び

各
種
支
払
い

問　

八
峰
町
総
務
課
（
☎
76
―

４
６
１
４
）
、
税
務
会
計
課

（
☎
76
―

４
６
０
４
）

町
営
診
療
所
の
休
診
日
の
お

知
ら
せ

休
診
日　

12
月
28
日（
木
）〜
１

月
３
日（
水
）

問　

八
峰
町
営
診
療
所
（
☎
76

―

３
８
１
３
）
塙
川
分
院

（
☎
76
―

２
０
７
５
）

町
営
歯
科
診
療
所
の
休
診
日

の
お
知
ら
せ

休
診
日　

12
月
29
日（
金
）〜
１

月
４
日（
木
）

問　

八
峰
町
営
歯
科
診
療
所

（
☎
88
―

８
２
１
０
）

湯
っ
こ
ラ
ン
ド
休
館
日
の
お

知
ら
せ

休
館
日　

12
月
31
日（
日
）

　
　
　
　

１
月
１
日（
月
）

※
１
月
２
日（
火
）か
ら
通
常
営

業
で
す
。
な
お
、
毎
週
水
曜

２
―

１
９
４
１
、
佐
々
木
☎

０
９
０
―

９
７
４
３
―

８
９
４

６
）

●
お
知
ら
せ

児
童
生
徒
の
安
全
確
保
に
ご

協
力
を

　

町
内
小
中
学
校
は
12
月
26

日（
火
）か
ら
１
月
13
日（
土
）

ま
で
冬
季
休
業
と
な
り
ま
す
。

　

児
童
生
徒
の
健
全
育
成
と

安
全
を
守
る
た
め
、
地
域
住

民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

①
屋
外
で
見
か
け
た
と
き
は
、

「
お
は
よ
う
」
「
こ
ん
に
ち

は
」
な
ど
一
声
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

②
暗
く
な
っ
て
き
た
ら
、
早
め

に
家
に
帰
る
よ
う
声
を
お
か

け
く
だ
さ
い
。※

小
学
校
で

は
午
後
４
時
30
分
ま
で
、
中

学
校
で
は
、
午
後
５
時
ま
で

に
は
帰
宅
す
る
よ
う
に
指
導

し
て
い
ま
す
。

③
路
上
で
危
険
な
行
為
を
見
か

け
た
ら
、
注
意
を
お
願
い
し

ま
す
。

④
奉
仕
活
動
を
す
る
子
供
達
に

は
、
見
守
り
と
温
か
い
励
ま

し
の
声
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

八
峰
町
教
育
委
員
会

（
☎
77
―

２
８
１
６
）

日
が
休
館
日
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、１
月
３
日（
水
）は
営
業
し

ま
す
。

営
業
時
間　

午
前
10
時
〜
午
後

７
時

問　

八
森
湯
っ
こ
ラ
ン
ド
（
☎

77
―

３
７
０
７
）

事
業
用
償
却
資
産
の
申
告
の

お
知
ら
せ

　

固
定
資
産
税
の
う
ち
「
償
却

資
産
」
の
所
有
者
は
、
毎
年
１

月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
で

所
有
す
る
「
償
却
資
産
」
に
つ

い
て
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
正
し
く
申
告
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

（
償
却
資
産
の
例
：
農
機
具
、

船
舶
、
機
械
及
び
装
置
、
事
務

用
器
具
等
）

　

昨
年
申
告
さ
れ
た
方
に
は
12

月
下
旬
に
申
告
用
紙
を
郵
送
す

る
予
定
で
す
が
、
新
た
に
申
告

す
る
方
や
申
告
用
紙
が
届
か
な

か
っ
た
方
は
、
お
手
数
で
す
が

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
28
年
度
よ
り
申

告
に
あ
た
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
入
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

な
り
す
ま
し
行
為
等
を
防
ぐ
た

め
、
本
人
確
認
等
で
ご
協
力
い

た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
告
期
限　

１
月
31
日
（
水
）

問
・
申　

八
峰
町
税
務
会
計
課

税
務
係
（
☎
76
―

４
６
０
４
）

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

届
け
出
が
必
要
で
す

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、

お
早
め
に
「
家
屋
滅
失
届
」
を

税
務
会
計
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

こ
の
届
け
出
が
な
い
と
、
翌

年
度
以
降
も
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

　

登
記
の
あ
る
家
屋
に
つ
い
て

は
別
途
法
務
局
で
滅
失
登
記
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
滅
失

登
記
を
し
た
場
合
に
は
滅
失
届

の
提
出
は
不
要
で
す
が
、
滅
失

登
記
が
で
き
な
い
場
合
や
手
続

き
が
遅
れ
る
場
合
な
ど
は
取
り

壊
し
後
、
速
や
か
に
滅
失
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

留
意
点　

①
平
成
30
年
度
固
定
資
産
税
の

賦
課
期
日
は
平
成
30
年
１
月

１
日
で
す
。
家
屋
を
平
成
29

年
12
月
中
に
取
り
壊
し
滅
失

届
を
提
出
し
た
場
合
、
平
成

30
年
度
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん

が
、
平
成
30
年
１
月
１
日
以

降
に
取
り
壊
し
た
場
合
、
平

成
30
年
度
は
課
税
さ
れ
ま
す
。

②
昨
年
に
取
り
壊
し
た
家
屋
等

の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
場

合
は
、
印
鑑
及
び
解
体
業
者

の
領
収
書
な
ど
取
り
壊
し
年

月
の
確
認
で
き
る
も
の
を
持

参
し
、
滅
失
届
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

③
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家

屋
の
全
部
を
取
り
壊
し
た
場

合
、
そ
の
敷
地
に
適
用
さ
れ

て
い
た
特
例
措
置
が
適
用
さ

れ
な
く
な
り
、
敷
地
の
税
額

が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問　

八
峰
町
税
務
会
計
課
税
務

係（
☎
76
―

４
６
０
４
）

ペ
ッ
ト
（
犬
・
猫
）
は
飼
い

主
が
責
任
を
持
っ
て
管
理
し

て
く
だ
さ
い

　

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、
犬

の
放
し
飼
い
は
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
保
健
所
に
連
れ
て
行
か
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
犬
は
し

っ
か
り
つ
な
い
で
管
理
し
、
散

歩
時
の
フ
ン
は
飼
い
主
が
責
任

を
持
っ
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
犬
が
迷
子
に
な
っ
た
と

き
は
、
役
場
に
情
報
が
入
っ
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
猫
に
関
す
る
苦
情
も

多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
家

の
中
で
適
切
に
飼
っ
て
い
れ
ば

周
囲
の
迷
惑
に
な
っ
た
り
、
深

刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
す
る

こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

野
放
し
の
ま
ま
だ
と
鳴
き
声
や

フ
ン
の
問
題
が
発
生
し
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
の
飼
育
は
、
飼
い
主

の
マ
ナ
ー
と
責
任
で
適
切
な
管

理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

八
峰
町
総
務
課
生
活
環
境

係（
☎
76
―

４
６
０
１
）

「
狩
猟
免
許
等
取
得
支
援
補

助
金
」
の
創
設
に
つ
い
て

　

県
は
、
有
害
鳥
獣
捕
獲
業
務

の
担
い
手
を
確
保
す
る
た
め
、

「
狩
猟
免
許
等
取
得
支
援
補
助

金
」
を
創
設
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
、
新
た
に
第
一
種
銃

猟
免
許
及
び
猟
銃
所
持
許
可
の

取
得
、
散
弾
銃
ま
た
は
ラ
イ
フ

ル
銃
を
購
入
し
た
方
に
対
し
て
、

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

秋
田
県
生
活
環
境
部
自
然

保
護
課（
☎
０
１
８
―

８
６
０
―

１
６
１
３
）秋
田
県
猟
友
会

（
☎
０
１
８
―

８
８
３
―

１
６
０

７
）

「
敬
老
記
念
商
品
券
」
お
忘

れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

平
成
29
年
度
八
峰
町
敬
老
記

念
商
品
券
の
有
効
期
限
は
平
成

30
年
１
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
町

内
取
扱
事
業
所
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

問　

八
峰
町
福
祉
保
健
課
福
祉

係（
☎
76
―

４
６
０
８
）

「
多
重
債
務
相
談
窓
口
」
の

ご
案
内

　

東
北
財
務
局
秋
田
財
務
事
務

所
で
は
、
借
金
を
抱
え
お
悩
み

の
方
々
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
。
借
金
問
題
は
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
で
必
ず
解
決
で
き
ま

す
。
一
人
で
悩
ま
ず
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
す
。

相
談
窓
口　

財
務
省　

東
北
財

務
局　

秋
田
財
務
事
務
所　

理
財
課（
秋
田
第
二
合
同
庁
舎

３
階
）

受
付
窓
口　

月
曜
日
〜
金
曜
日

（
祝
日
、年
末
年
始
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時
30
分

問　

秋
田
財
務
事
務
所　

理
財

課　

多
重
相
談
窓
口
専
用
電

話（
☎
０
１
８
―

８
６
２
―

４
１

９
６
）

老
後
の
備
え
は
大
丈
夫
で
す

か
？
国
民
年
金
基
金
が
お
手

伝
い
し
ま
す

　

国
民
年
金
基
金
は
、
老
齢
基

礎
年
金
の
上
積
み
年
金
と
し
て

給
付
を
行
う
公
的
な
年
金
制
度

で
す
。

　

掛
け
金
金
額
が
「
社
会
保
険

料
控
除
」
に
な
る
ほ
か
、
税
制

面
で
も
優
遇
さ
れ
る
大
変
有
利

な
制
度
で
す
。
１
月
中
旬
に
ダ

イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

誰
に
で
も
必
ず
訪
れ
る
「
老

後
」
の
備
え
と
し
て
、
詳
し
い

資
料
を
ご
覧
に
な
っ
て
み
ま
せ

ん
か
。

問　

秋
田
県
国
民
年
金
基
金（
☎

０
１
２
０
―

６
５
―

４
１
９
２
）
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●
講
座

法
務
局
市
民
講
座
の
ご
案
内

日
時　

１
月
25
日（
木
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時

場
所　

能
代
法
務
合
同
庁
舎
１

階
会
議
室

テ
ー
マ　

遺
言
と
相
続
に
つ
い

て
（
能
代
公
証
役
場　

公
証

人　

高
橋
仁
氏
）

問
・
申　

秋
田
地
方
法
務
局
能

代
支
局（
☎
54
―

４
１
１
１
）

●
ス
ポ
ー
ツ

全
町
バ
ス
ケ
大
会
（
一
般
の

部
）
参
加
チ
ー
ム
募
集

日
時　

１
月
28
日（
日
）

　

試
合
開
始
：
午
前
８
時
30
分
〜

場
所　

八
峰
町
民
体
育
館
（
旧

八
森
中
体
育
館
）

参
加
資
格
・
チ
ー
ム
編
成

　

町
内
出
身
・
在
住
ま
た
は
勤

務
す
る
男
女
。
中
高
１
〜
２

年
生
の
バ
ス
ケ
部
現
役
選
手

は
不
可
。
バ
ス
ケ
協
会
員
は
、

一
部
に
３
人
、
二
・
三
部
は

２
人
ま
で
の
出
場
と
す
る
。

（
一
部
に
つ
い
て
は
40
歳
以

上
の
バ
ス
ケ
協
会
員
は
カ
ウ

ン
ト
し
な
い
）

参
加
料　

１
チ
ー
ム
３
千
円

審
判　

帯
同
審
判
で
行
い
ま
す
。

非
帯
同
の
場
合
は
、
参
加
料

と
は
別
で
、
３
千
円
の
協
力

金
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

申
込
期
日　

１
月
10
日（
水
）午

後
４
時　

※

申
込
書
は
「
能

代
市
山
本
郡
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ

ー
ル
協
会
」
の
Ｈ
Ｐ
よ
り
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
・
申　

八
峰
町
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ

ー
ル
協
会
事
務
局　

奈
良（
白

神
八
峰
商
工
会
内
☎
77
―

３
１

６
１
、Ｆ
Ａ
Ｘ
77‐

３
０
０
８
、

Ｅ
メ
ー
ル　

happobasketball@

 gm
ail.com

）

移
動
ス
キ
ー
＆
ス
ノ
ー
ボ
ー

ド
教
室

日
時　

１
月
14
日（
日
）午
前
７

時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分

場
所　

青
森
ス
プ
リ
ン
グ
・
ス

キ
ー
リ
ゾ
ー
ト
（
鰺
ヶ
沢
）

対
象　

町
民
（
小
学
４
年
生
以

上
）

定
員　

20
名

参
加
費　

大
人
１
名
１
千
円

（
保
険
料
含
む
）
小
中
学
生

無
料

　

※

リ
フ
ト
券
代
、
昼
食
代
、

レ
ン
タ
ル
代
は
個
人
負
担

問
・
申　

八
峰
町
ス
キ
ー
ク
ラ

ブ（
山
内
☎
０
９
０
―

７
５
６

１
月
の
延
長
窓
口
（
一
部
）

開
設
日
に
つ
い
て

開
設
日　

１
月
16
日（
火
）

時
間　

午
後
５
時
15
分
〜
午
後

７
時

業
務
内
容　

戸
籍
、住
民
票
、印

鑑
登
録
証
明
書
、所
得
証
明
、

納
税
証
明
書
の
発
行
お
よ
び

各
種
支
払
い

問　

八
峰
町
総
務
課
（
☎
76
―

４
６
１
４
）
、
税
務
会
計
課

（
☎
76
―

４
６
０
４
）

町
営
診
療
所
の
休
診
日
の
お

知
ら
せ

休
診
日　

12
月
28
日（
木
）〜
１

月
３
日（
水
）

問　

八
峰
町
営
診
療
所
（
☎
76

―

３
８
１
３
）
塙
川
分
院

（
☎
76
―

２
０
７
５
）

町
営
歯
科
診
療
所
の
休
診
日

の
お
知
ら
せ

休
診
日　

12
月
29
日（
金
）〜
１

月
４
日（
木
）

問　

八
峰
町
営
歯
科
診
療
所

（
☎
88
―

８
２
１
０
）

湯
っ
こ
ラ
ン
ド
休
館
日
の
お

知
ら
せ

休
館
日　

12
月
31
日（
日
）

　
　
　
　

１
月
１
日（
月
）

※

１
月
２
日（
火
）か
ら
通
常
営

業
で
す
。
な
お
、
毎
週
水
曜

２
―

１
９
４
１
、
佐
々
木
☎

０
９
０
―

９
７
４
３
―

８
９
４

６
）

●
お
知
ら
せ

児
童
生
徒
の
安
全
確
保
に
ご

協
力
を

　

町
内
小
中
学
校
は
12
月
26

日（
火
）か
ら
１
月
13
日（
土
）

ま
で
冬
季
休
業
と
な
り
ま
す
。

　

児
童
生
徒
の
健
全
育
成
と

安
全
を
守
る
た
め
、
地
域
住

民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

①
屋
外
で
見
か
け
た
と
き
は
、

「
お
は
よ
う
」
「
こ
ん
に
ち

は
」
な
ど
一
声
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

②
暗
く
な
っ
て
き
た
ら
、
早
め

に
家
に
帰
る
よ
う
声
を
お
か

け
く
だ
さ
い
。※

小
学
校
で

は
午
後
４
時
30
分
ま
で
、
中

学
校
で
は
、
午
後
５
時
ま
で

に
は
帰
宅
す
る
よ
う
に
指
導

し
て
い
ま
す
。

③
路
上
で
危
険
な
行
為
を
見
か

け
た
ら
、
注
意
を
お
願
い
し

ま
す
。

④
奉
仕
活
動
を
す
る
子
供
達
に

は
、
見
守
り
と
温
か
い
励
ま

し
の
声
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

八
峰
町
教
育
委
員
会

（
☎
77
―

２
８
１
６
）

日
が
休
館
日
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、１
月
３
日（
水
）は
営
業
し

ま
す
。

営
業
時
間　

午
前
10
時
〜
午
後

７
時

問　

八
森
湯
っ
こ
ラ
ン
ド
（
☎

77
―

３
７
０
７
）

事
業
用
償
却
資
産
の
申
告
の

お
知
ら
せ

　

固
定
資
産
税
の
う
ち
「
償
却

資
産
」
の
所
有
者
は
、
毎
年
１

月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
で

所
有
す
る
「
償
却
資
産
」
に
つ

い
て
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
正
し
く
申
告
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

（
償
却
資
産
の
例
：
農
機
具
、

船
舶
、
機
械
及
び
装
置
、
事
務

用
器
具
等
）

　

昨
年
申
告
さ
れ
た
方
に
は
12

月
下
旬
に
申
告
用
紙
を
郵
送
す

る
予
定
で
す
が
、
新
た
に
申
告

す
る
方
や
申
告
用
紙
が
届
か
な

か
っ
た
方
は
、
お
手
数
で
す
が

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
28
年
度
よ
り
申

告
に
あ
た
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
入
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

な
り
す
ま
し
行
為
等
を
防
ぐ
た

め
、
本
人
確
認
等
で
ご
協
力
い

た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
告
期
限　

１
月
31
日
（
水
）

問
・
申　

八
峰
町
税
務
会
計
課

税
務
係
（
☎
76
―

４
６
０
４
）

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

届
け
出
が
必
要
で
す

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、

お
早
め
に
「
家
屋
滅
失
届
」
を

税
務
会
計
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

こ
の
届
け
出
が
な
い
と
、
翌

年
度
以
降
も
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

　

登
記
の
あ
る
家
屋
に
つ
い
て

は
別
途
法
務
局
で
滅
失
登
記
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
滅
失

登
記
を
し
た
場
合
に
は
滅
失
届

の
提
出
は
不
要
で
す
が
、
滅
失

登
記
が
で
き
な
い
場
合
や
手
続

き
が
遅
れ
る
場
合
な
ど
は
取
り

壊
し
後
、
速
や
か
に
滅
失
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

留
意
点　

①
平
成
30
年
度
固
定
資
産
税
の

賦
課
期
日
は
平
成
30
年
１
月

１
日
で
す
。
家
屋
を
平
成
29

年
12
月
中
に
取
り
壊
し
滅
失

届
を
提
出
し
た
場
合
、
平
成

30
年
度
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん

が
、
平
成
30
年
１
月
１
日
以

降
に
取
り
壊
し
た
場
合
、
平

成
30
年
度
は
課
税
さ
れ
ま
す
。

②
昨
年
に
取
り
壊
し
た
家
屋
等

の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
場

合
は
、
印
鑑
及
び
解
体
業
者

の
領
収
書
な
ど
取
り
壊
し
年

月
の
確
認
で
き
る
も
の
を
持

参
し
、
滅
失
届
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

③
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家

屋
の
全
部
を
取
り
壊
し
た
場

合
、
そ
の
敷
地
に
適
用
さ
れ

て
い
た
特
例
措
置
が
適
用
さ

れ
な
く
な
り
、
敷
地
の
税
額

が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問　

八
峰
町
税
務
会
計
課
税
務

係（
☎
76
―

４
６
０
４
）

ペ
ッ
ト
（
犬
・
猫
）
は
飼
い

主
が
責
任
を
持
っ
て
管
理
し

て
く
だ
さ
い

　

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、
犬

の
放
し
飼
い
は
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
保
健
所
に
連
れ
て
行
か
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
犬
は
し

っ
か
り
つ
な
い
で
管
理
し
、
散

歩
時
の
フ
ン
は
飼
い
主
が
責
任

を
持
っ
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
犬
が
迷
子
に
な
っ
た
と

き
は
、
役
場
に
情
報
が
入
っ
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
猫
に
関
す
る
苦
情
も

多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
家

の
中
で
適
切
に
飼
っ
て
い
れ
ば

周
囲
の
迷
惑
に
な
っ
た
り
、
深

刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
す
る

こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

野
放
し
の
ま
ま
だ
と
鳴
き
声
や

フ
ン
の
問
題
が
発
生
し
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
の
飼
育
は
、
飼
い
主

の
マ
ナ
ー
と
責
任
で
適
切
な
管

理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

八
峰
町
総
務
課
生
活
環
境

係（
☎
76
―

４
６
０
１
）

「
狩
猟
免
許
等
取
得
支
援
補

助
金
」
の
創
設
に
つ
い
て

　

県
は
、
有
害
鳥
獣
捕
獲
業
務

の
担
い
手
を
確
保
す
る
た
め
、

「
狩
猟
免
許
等
取
得
支
援
補
助

金
」
を
創
設
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
、
新
た
に
第
一
種
銃

猟
免
許
及
び
猟
銃
所
持
許
可
の

取
得
、
散
弾
銃
ま
た
は
ラ
イ
フ

ル
銃
を
購
入
し
た
方
に
対
し
て
、

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

秋
田
県
生
活
環
境
部
自
然

保
護
課（
☎
０
１
８
―

８
６
０
―

１
６
１
３
）秋
田
県
猟
友
会

（
☎
０
１
８
―

８
８
３
―

１
６
０

７
）

「
敬
老
記
念
商
品
券
」
お
忘

れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

平
成
29
年
度
八
峰
町
敬
老
記

念
商
品
券
の
有
効
期
限
は
平
成

30
年
１
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
町

内
取
扱
事
業
所
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

問　

八
峰
町
福
祉
保
健
課
福
祉

係（
☎
76
―

４
６
０
８
）

「
多
重
債
務
相
談
窓
口
」
の

ご
案
内

　

東
北
財
務
局
秋
田
財
務
事
務

所
で
は
、
借
金
を
抱
え
お
悩
み

の
方
々
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
。
借
金
問
題
は
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
で
必
ず
解
決
で
き
ま

す
。
一
人
で
悩
ま
ず
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
す
。

相
談
窓
口　

財
務
省　

東
北
財

務
局　

秋
田
財
務
事
務
所　

理
財
課（
秋
田
第
二
合
同
庁
舎

３
階
）

受
付
窓
口　

月
曜
日
〜
金
曜
日

（
祝
日
、年
末
年
始
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時
30
分

問　

秋
田
財
務
事
務
所　

理
財

課　

多
重
相
談
窓
口
専
用
電

話（
☎
０
１
８
―

８
６
２
―

４
１

９
６
）

老
後
の
備
え
は
大
丈
夫
で
す

か
？
国
民
年
金
基
金
が
お
手

伝
い
し
ま
す

　

国
民
年
金
基
金
は
、
老
齢
基

礎
年
金
の
上
積
み
年
金
と
し
て

給
付
を
行
う
公
的
な
年
金
制
度

で
す
。

　

掛
け
金
金
額
が
「
社
会
保
険

料
控
除
」
に
な
る
ほ
か
、
税
制

面
で
も
優
遇
さ
れ
る
大
変
有
利

な
制
度
で
す
。
１
月
中
旬
に
ダ

イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

誰
に
で
も
必
ず
訪
れ
る
「
老

後
」
の
備
え
と
し
て
、
詳
し
い

資
料
を
ご
覧
に
な
っ
て
み
ま
せ

ん
か
。

問　

秋
田
県
国
民
年
金
基
金（
☎

０
１
２
０
―

６
５
―

４
１
９
２
）

ロ
ー

ゴ

ヨ

イ

ク

ニ
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必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金
！

　
　
　
使
用
者
も
労
働
者
も

　

す
べ
て
の
産
業
及
び
労
働
者

に
適
用
さ
れ
る
「
秋
田
県
最
低

賃
金
」
は
、
平
成
29
年
10
月
１

日
か
ら
、
「
時
間
額
７
３
８

円
」
に
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
特
定
最
低
賃
金
が
適

用
さ
れ
る
事
業
所
で
あ
っ
て
も
、

18
歳
未
満
、
65
歳
以
上
、
雇
入

れ
後
６
月
未
満
で
技
能
習
得
中
、

清
掃
等
軽
易
な
業
務
に
従
事
し

て
い
る
な
ど
の
労
働
者
に
つ
い

て
は
秋
田
県
最
低
賃
金
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　　

詳
し
く
は
秋
田
労
働
局
賃
金

室
ま
た
は
最
寄
り
の
労
働
基
準

監
督
署
ま
で
ご
照
会
く
だ
さ
い
。

問
　
秋
田
労
働
局
賃
金
室
（
☎

０
１
８
―

８
８
３
―

４
２
６
６
）

「
（
仮
称
）
八
峰
能
代
沖
洋

上
風
力
発
電
事
業
に
係
る
計

画
段
階
環
境
配
慮
書
」
の
縦

覧
に
つ
い
て

　

「
環
境
影
響
評
価
法
」
に
基

づ
き
、
「
（
仮
称
）
八
峰
能
代

沖
洋
上
風
力
発
電
事
業
に
係
る

計
画
段
階
環
境
配
慮
書
」
を
縦

覧
致
し
ま
す
。

事
業
者　

ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ニ
ュ
ー

ア
ブ
ル
・
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会

社　
代
表
取
締
役　
中
川
隆
久

〒
106
―

0032　

東
京
都
港
区
六

本
木
６
―

２
―

31　

六
本
木
ヒ

ル
ズ
ノ
ー
ス
タ
ワ
ー
15
階

対
象
事
業
の
名
称
　「（
仮
称
）

八
峰
能
代
沖
洋
上
風
力
発
電

事
業
」

種
類…

風
力
発
電
所
設
置
事

業　規
模…

発
電
設
備
出
力　

最

大
18
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト

事
業
実
施
想
定
区
域　

能
代
市

及
び
八
峰
町
の
地
先
海
域

縦
覧
場
所
・
時
間
　

・
八
峰
町
役
場
企
画
財
政
課

カ
ウ
ン
タ
ー　

※

土
・

日
・
祝
日
を
除
く
開
庁
時

・
電
子
縦
覧

　
（h

ttp
://jre.co

.jp

）

期
間　

12
月
26
日（
火
）か
ら
１

月
30
日（
火
）ま
で

意
見
書
の
提
出　

計
画
段
階
環

境
配
慮
書
に
つ
い
て
、
環
境

　

の
保
全
の
見
地
か
ら
の
ご
意

見
を
お
持
ち
の
方
は
、
書
面

に
住
所
・
氏
名
・
意
見
を
日

本
語
で
ご
記
入
の
う
え
、
縦

覧
場
所
に
備
え
付
け
の
意
見

書
箱
に
ご
投
函
く
だ
さ
る
か
、

平
成
30
年
１
月
30
日（
火
）ま

で
に
問
い
合
わ
せ
先
へ
郵
送

く
だ
さ
い
（
当
日
消
印
有

効
）。

問　

ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ニ
ュ
ー
ア

ブ
ル
・
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

（
☎
03
―

６
４
５
５
―

４
９
０

０
）
午
前
10
時
か
ら
午
後
４

時
半
ま
で
（
担
当
）
志
賀

　

〒
106
―

0032　

東
京
都
港
区
六

本
木
６
―

２
―

31　

六
本
木
ヒ

ル
ズ
ノ
ー
ス
タ
ワ
ー
15
階

中
退
共
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

中
小
企
業
の
退
職
金
を
国
の

制
度
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。中

小
企
業
退
職
金
共
済
制
度（
中

退
共
）は
、中
小
企
業
の
た
め
の

国
の
退
職
金
制
度
で
す
。掛
金

助
成
や
税
法
上
の
優
遇
が
受
け

ら
れ
、社
外
積
立
だ
か
ら
管
理

も
簡
単
で
す
。　

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

（h
ttp
://w
w
w
.ch
u
taikyo

.
taisyo

ku
kin
.go
.jp
/

）

問　

中
退
共
事
業
本
部
（
☎
03
―

６
９
０
７
―

１
２
３
４
）

特定最低賃金の件名

効力発生日　平成29年12月24日

非鉄金属製錬・精製業

（非鉄金属合金製造業を含む）

電子部品・デバイス等製造業

（光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、

電気音響機械器具製造業を除く）

自動車・同附属品製造業

自動車（新車）、自動車部品・附属品小売

業

最低賃金額

時間額　851円

時間額　786円

時間額　822円

時間額　814円


